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農
業
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ
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登
記
上
で
は
農
地
（
田
、
畑
等
）
で

あ
り
な
が
ら
、
耕
作
放
棄
さ
れ
林
地
化
、

原
野
化
す
る
な
ど
農
地
の
状
態
に
復
旧

で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
現
在
非
農

地
認
定
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解

消
対
策
強
化
推
進
要
領
」
に
よ
る
非
農

地
申
請
は
、
平
成
24
年
３
月
31
日
が
受

付
期
限
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
申
請

さ
れ
る
方
は
期
限
内
に
農
業
委
員
会
ま

た
は
各
総
合
支
所
地
域
産
業
課
で
申
請

の
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
耕
作
目
的
で
の
売
買
、
贈
与
ま
た
は

貸
し
借
り
す
る
場
合…

３
条
申
請

　

農
地
を
耕
作
目
的
で
売
買
や
贈
与
ま

た
は
貸
し
借
り
を
す
る
と
き
は
、
農
業

委
員
会
の
許
可
が
必
要
で
す
。
許
可
を

受
け
ず
に
行
っ
た
売
買
等
は
法
的
に
無

効
で
あ
り
、
所
有
権
移
転
の
登
記
が
で

き
ま
せ
ん
。
な
お
、
資
産
保
有
や
投
資

目
的
の
売
買
、
ま
た
農
地
を
取
得
す
る

適
格
者
（
自
ら
耕
作
す
る
面
積
が
申
請

地
を
含
め
て
50
ア
ー
ル
以
上
）
で
な
い

場
合
に
は
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
。

○
自
分
名
義
の
農
地
を
転
用
す
る
場
合

…

４
条
申
請

○
他
人
名
義
の
農
地
を
買
っ
て
、
ま
た
は

借
り
て
転
用
す
る
場
合…

５
条
申
請

　

農
地
の
転
用
と
は
、
農
地
を
住
宅
用

地
、
車
庫
用
地
、
工
場
用
地
、
倉
庫
用

地
、
資
材
置
場
、
駐
車
場
、
山
林
な
ど

農
地
以
外
の
用
途
に
変
更
す
る
こ
と
で
、

農
業
委
員
会
を
経
て
都
道
府
県
知
事
の

許
可
が
必
要
で
す
。

○
一
時
転
用…

４
条
、
５
条
申
請
と
同

様
の
扱
い

　

一
時
的
に
資
材
置
場
や
駐
車
場
、
工

事
仮
設
事
務
所
用
地
、
工
事
用
残
土
置

場
用
地
な
ど
に
す
る
場
合
も
農
地
転
用

と
な
り
、
農
業
委
員
会
を
経
て
都
道
府

県
知
事
の
許
可
が
必
要
で
す
。

　

※

現
行
法
で
は
個
人
に
よ
る
墓
地
へ

の
転
用
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
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生
活
汚
水
は
公
共
下
水
道
、合
併
浄
化
槽
で
！

「
国
東
の
豊
か
な
自
然
を
守
る
た
め
に
・
・
」

　

家
庭
や
事
業
所
な
ど
で
出
さ
れ
た
水

が
そ
の
ま
ま
流
れ
て
い
く
と
、
排
水
路

で
は
異
臭
が
発
生
し
、
川
や
海
は
汚
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

　

市
で
は
魚
た
ち
が
群
れ
泳
ぎ
ト
ン
ボ

や
蛍
が
飛
び
交
う
本
来
の
美
し
い
川
や

海
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
ま
た
、
異
臭

に
よ
り
周
囲
に
迷
惑
を
か
け
な
い
た
め

に
、
下
水
道
や
合
併
浄
化
槽
を
整
備
し

環
境
の
改
善
を
図
る
取
り
組
み
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　

下
水
道
の
整
備
済
み
の
地
域
の
方

は
、
速
や
か
に
下
水
道
へ
の
接
続
を
、

そ
の
ほ
か
の
地
域
の
方
は
合
併
浄
化
槽

へ
の
取
り
替
え
を
行
い
、
汚
水
を
き
れ

い
な
水
に
変
え
て
排
水
路
や
川
や
海
に

流
し
、
美
し
い
自
然
を
守
る
住
み
や
す

い
ま
ち
づ
く
り
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

国
東
市
の
汚
水
処
理
の

普
及
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
　
　
　
　

（
平
成
23
年
３
月
31
日
現
在
）

32,397

21,373

65.97

15,737

73.63 

国東市住民基本台帳人口
Ａ（人）

汚水処理人口
Ｂ（人）

汚水処理人口普及率
Ｂ／Ａ（％）

水洗化人口
Ｃ（人）

水洗化率
Ｃ／Ｂ（％）

下
水
道
の
使
用
に
は

必
ず
届
出
が
必
要
で
す
！

　

家
庭
や
事
業
所
で
下
水
道
工
事

を
行
う
時
は
、
利
用
者
は
市
に
排

水
設
備
の
新
設
計
画
の
確
認
申
請

を
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

利
用
者
が
申
告
を
怠
っ
た
場

合
、
無
断
使
用
と
な
り
ま
す
（
汚

水
は
下
水
道
に
流
し
て
い
る
が
、

下
水
道
料
金
は
支
払
っ
て
い
な
い

状
態
）
。
こ
れ
は
違
法
行
為
で
す

の
で
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
早

急
に
上
下
水
道
課
ま
た
は
最
寄
り

の
総
合
支
所
地
域
建
設
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

下
水
道
は
公
共
の
施
設
で
す
。

ル
ー
ル
を
守
り
、正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
！
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国
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武
蔵
総
合
支
所 

地
域
建
設
課

　

☎
０
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68
ー
１
９
７
１

安
岐
総
合
支
所 

地
域
建
設
課
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０
９
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１
１
９


